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○

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

法
第
七
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

６

法
第
七
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条

第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
看
護
師
養
成
所
（
修
業
年
限
三

第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
看
護
師
養
成
所
（
修
業
年
限
三

年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者

年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者

三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十

三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
作
業
療
法
士
養
成
施
設
（

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
作
業
療
法
士
養
成
施
設
（

修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者

修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
略
）


